
医療法人社団東方会 指定短期入所療養介護運営規程 

 

平成３１年３月１２日 

東方会規定第１号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。の理念

に基づき、高齢者が自立した生活を送れるよう、また老化にともない介護が必要なもの

に対して短期入所療養介護等を実施するため、管理運営に関し必要な事項を定めること

を目的とする。 

（運営方針） 

第２条 おおやま病院介護医療院（以下「介護医療院」という。）は、被保険者の選択に

より、心身の状況、そのおかれている環境に応じて、看護、医学的管理の下における介

護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活

の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 

（実施事業） 

第３条 介護医療院は、次の指定居宅サービス事業を実施する。 

  短期入所療養介護事業 

（職員等） 

第４条 介護医療院に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次の各号のとおりとす

る。 

（１）管理者 医師 １名 

  管理者は、指定介護医療院の運営管理及び指定介護医療院の利用の調整、業務の実施

状況の把握その他の管理を一元的に行う。 

（２）医師 常勤医師 ３名以上（うち１名は管理者兼務） 

医師は、入所者の健康状態に注意し健康保持のための適切な処置を行う。 

（３）看護職員 看護師及び准看護師 １０名以上 

看護職員は、入所者の日々の健康状態を確認し保健衛生上の指導や看護を行う。 

（４）介護職員 介護福祉士及び介護職員 １２名以上 

介護職員は、入所者の入浴や給食等の生活介助及び援助を行う。 

（５）介護支援専門員 常勤 １名以上 

要介護者の相談に応じ、施設サービス及び居宅サービスの利用調整を行う。 

２ 指定介護医療院には、前項のはか薬剤師、栄養士及びその他必要な職員を置く。 

（療養及び介護の内容） 

第５条 指定介護医療院の管理者（以下「管理者」という。）は、サービス目標、当該目

標を達成するための具体的サービスの内容等を記載した療養介護計画を作成するもの



とする。 

２ 利用者の病状に照らし適切な診療及び自立の支援と日常生活の充実のための指導を

行う。 

３ １週間に２回、適切な方法により利用者を入浴させ、又は清拭を行う。 

４ 利用者の排泄の自立について必要な援助を行うとともに,おむつなどを適切に取り替

える。 

（食事の提供） 

第６条 利用者の食事は、栄養並びに身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものを適切な

時間に提供する。 

２ 食事は、栄養並びに入所者の身体状況を考慮したものとし食事時間はおおむね次の通

りとする。 

朝食  ７：３０～ ８：３０ 

昼食 １２：００～１２：３０ 

夕食 １８：００～１８：５０ 

３ 栄養量の計算及び利用者への嗜好調査に基づく献立の作成は管理栄養士（又は栄養士）

によるものとする。 

４ 医師の処方箋による療養食は、別に定める料金で提供するものとする。 

５ 医師の指示によって心疾患・糖尿病等の疾患を有する場合、療養食を提供するものと

する。 

（栄養管理） 

第７条 利用者に対し、年齢や身体状況に応じて適切な内容の食事を提供する。 

（機能訓練） 

第８条 利用者の心身の諸機能の維持回復を図り日常生活の自立を促進するための機能

訓練を行う。 

（利用料等） 

第９条 指定介護医療院が第５条に規程する指定居宅サービスを提供した場合の利用料

の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該施設サービスが法定代理受領

サービスであるときは、法定負担割合の額とし、介護医療院に納入しなければならない。 

２ 食材料費に相当する費用を病院に納入しなければならない。 

３ 当該指定居宅サービスの法定外費用として、次の各号に掲げる実費を徴収する。 

 （１）個室利用に伴う部屋代 

 （２）行事参加費 

４ 前３項の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して説明をし、同意を得

て受領するものとする。     

（送迎の実施地域） 

第１０条 送迎が必要な場合の実施地域は、原則として旧大山町の地域とする。 



（秘密保持等） 

第１１条 指定介護医療院の職員は、正当な理由がなくその事実を知りえた利用者等の秘

密を漏らしてはならない。また、その必要な措置を講ずるものとする。 

（非常災害対策） 

第１２条 指定介護医療院は、火災等の非常災害及び自然災害に対処するため、おおやま

病院消防計画及び事業継続計画を策定活用するものとする。 

２ 管理者は、前項の消防計画に基づき定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわな

ければならない。 

（経理） 

第１３条 指定居宅サービス事業の経理については特別会計を設けるものとし、会計年度

は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

（案内） 

第１４条 指定居宅サービス事業の運営概要及びサービスの選択に必要な事項を見やす

い箇所に掲示する。 

（文書の保存） 

第１５条 介護医療院は、指定居宅サービス事業に係る施設設備、備品、職員及び会計等

に関する諸帳簿並びに諸記録の整備を行なわなければならない。 

２ 指定居宅サービス事業に関する記録書類を完結の日から５か年間保存しなければな

らない。 

（相談、苦情処理） 

第１６条 施設は、入所者からの相談、苦情等に対する相談窓口を設置し、事業に関する

入所者の要望、苦情等に対し迅速に対処する。 

２ 当該施設は、前項の苦情の内容等について記録し、当該入所者の契約終了の日から２

年間保存する。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第１７条 入所者は、従業員の指示に従ってさービス提供を受けるようつとめ、また次の

各号に掲げる事項について遵守しなければならない。 

 (1) 入所者は、院内において政治活動又は宗教活動を行ってはならない。 

 (2) 入所者は、院内に危険物を持ち込んではならない。 

 (3) 入所者が外出するときは、あらかじめ外出届を提出し、管理者又は責任者の承認を

得なければならない。 

 (4) 入所者の所持金その他貴重品については、原則持ち込み禁止とするが、持ち込んだ

場合は、自己管理を原則とする。ただし、入所者の心身の状況等により、入所者又はそ

の家族からの申出により、管理者が責任を持って管理することができる。 

２ 前項第４号の規定により、管理者が、入所者の所持金その他貴重品を保管することと



なった場合、管理者は、善良な管理者の注意義務をもって保管しなければならない。 

（虐待防止に関する事項） 

第１８条 事業所は、虐待の発生又はその再発防止のため、次の各号に掲げる措置を講じ

るものとする。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて従業者に周知徹底を図る。 

（２）虐待防止のための指針を整備する。 

（３）従業者に対し、虐待防止のための研修を委員会が中心に定期的に開催する。 

事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに

市町村に通報するものとする。 

（その他） 

第１９条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。 

附 則 

この規定は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年３月２８日から施行する。 

（食事の提供・栄養管理・利用料・非常災害対策・相談、苦情処理・サービス利用に当

たっての留意事項・虐待防止に関する事項） 

 


